
船舶インシデント調査報告書 

令和５年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 令和２年９月１１日 ０７時２３分ごろ 

発生場所 新潟県佐渡市両津港 

 両津港北防波堤灯台から真方位２５６°２７０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°０４.８′ 東経１３８°２６.８′） 

インシデントの概要  旅客船すいせいは、離水（船体が海面上に持ち上がった状態）を開

始した後、左舷主機が停止して運航が阻害された。 

インシデント調査の経過 令和２年９月１５日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

 

旅客船 すいせい、１６９トン 

 １２００９４、佐渡汽船シップマネジメント株式会社 

ガスタービンエンジン（２基）、出力５,５９０kＷ（２,７９５kＷ/

基）、回転数毎分１３,８２０、使用燃料軽油、昭和６３年５月機関

製造、平成３年３月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級（航海） 

機関長、三級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、ジェットフォイルと呼称する全没水中翼型水中翼船であ

り、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、旅客１１８人を乗せ、令和

２年９月１１日０７時２０分ごろ新潟県新潟港西区に向けて両津港を

出航し、離水を開始したところ、０７時２３分ごろ左舷主機が振動高

を検知して自動停止した。 

機関長は、左舷主機（令和２年４月、両舷主機換装（ガスタービン

整備会社が開放点検整備を行った社船の主機））の点検を行って異状

を認めなかった。 

本船は、左舷主機を始動した後、離水を試みたところ、再度、振動

高を検知して自動停止したことにより、右舷主機のみで両津港に引き

返して０７時５０分ごろ着岸し、機関長が左舷主機の点検を行った

が、異状がなかったので、自動停止制御回路の部品を３個交換した。 

本船は、０８時２０分ごろ両津港を出航し、離水を試みるも左舷主

機がタービン入口温度高温を検知して自動停止したことにより、右舷

主機のみで同港に引き返し、０９時１０分ごろ着岸して旅客を下船さ

せ、０９時５５分ごろ新潟港西区に向けて右舷主機のみで回航した。 



本船は、１３時３５分ごろ新潟港西区の整備施設のある専用岸壁に

着岸し、故障原因の究明目的で左舷主機が取り外され、ガスタービン

整備会社に運搬されて点検を行った結果、同主機５段コンプレッサ

（以下「５段コンプレッサ」という。）ブレードが折損していた。 

ガスタービン整備会社は、５段コンプレッサブレード折損につい

て、運転中、ダブテール翼側Ｒ部近傍に繰り返し応力の局所的な応力

集中により、割れが発生して進行した疲労破壊であったことを認め

た。 

５段コンプレッサブレードに割れが発生した時期については、前回

整備（平成３１年）時、非破壊検査が実施されていなかったので不明

であった。 

分析  本船は、整備の際に主機コンプレッサブレードを取り外して非破壊

検査を行っていなかったところ、出航して離水を開始した後、５段コ

ンプレッサブレードが折損したことから、左舷主機の運転ができなく

なり、運航が阻害されたものと考えられる。 

５段コンプレッサブレードは、運転中、ダブテール翼側Ｒ部近傍に

繰り返し応力の局所的な応力集中により割れが発生して進行し、疲労

破壊に至ったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、整備の際に主機コンプレッサブレード

を取り外して非破壊検査を行っていなかったところ、出航して離水を

開始した後、５段コンプレッサブレードが折損したため、左舷主機の

運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 船舶所有者は、左舷主機の点検結果から、ガスタービン整備会社の

提案を受け、次回整備（令和５年）以降、主機コンプレッサブレード

を取り外して非破壊検査を行うこととした。 

今後の同種事故等の被害の軽減に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

・主機が異状を検知して自動停止した場合、損傷の拡大を防止する

ため、再始動を行わないことが望ましい。 

 


